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１．はじめに 

本業務は、神通川水系砂防事務所管内におい

て流域流木対策計画の策定のための調査、検討

を行うことを目的とした業務である。 

本業務では、流木閉塞によるトラブルスポッ

トを抽出するために、管内の橋梁や発電ダム等

の横断構造物の状況把握を行った。把握箇所が

広範囲にわたるため、現地踏査時以外にも自動

車運転時のリスクなどにも注意した。また、新

型コロナウィルス感染症もリスクの一つとした対応を行った。 

本稿では、無事故で現地踏査を実施するために、現地踏査時に実施した KY 活動につ

いて報告致します。 

 

２．現地調査概要 

現地踏査では、流木によりトラブルス

ポットとなり得る箇所とその周辺状況

を調査した。 

調査では、橋梁の桁下高や径間長など

と、発電ダム等の取水施設の状況などを

調査した。また、調査に際して、調査項

目ごとに想定されるリスク（表 2 参照）

の共有を図った。 

 

表 1 主な調査項目 

調査等項目 調査内容 

トラブルスポット 

の調査 

・流木により閉塞する可能性のある橋梁・鉄道橋などの構造 

（寸法等）の調査 

・ダム、取水施設などの取水箇所や流木撤去施設等の状況調査 

現地踏査時の事故リスク 

・橋梁等からの転落、器材の落下 

・写真撮影時の交通事故 

・地震、火山噴火などの自然現象 

・地域住民や観光客とのトラブル 

・自動車運転時の交通事故 

・駐車車両の接触事故等 

・新型コロナウィルスの感染 

図 1 トラブルスポット調査範囲 



表 2 調査項目別の想定リスク（安全管理ミーティングで抽出されたリスク） 

調査項目 調査内容 想定される危険事項（想定リスク） 

トラブルスポット 

調査 

・橋梁（桁下高等）の把握 ・河川への転落（橋梁、護岸等から） 

・写真撮影時の交通事故 

・資機材の落下 

・ハチ刺され、クマ・イノシシとの遭遇 等 

保全対象等 

の状況確認 

・保全対象の把握 

・周辺施設等の把握 

・写真撮影によるトラブル 

・無許可（立ち入り）によるトラブル 

・駐車箇所でのトラブル 

移動(車両等) ・上記調査時の移動 ・駐車場等での物損事故、接触事故 

・道路横断時の交通事故 

・測量ポールによる接触事故 

・傾斜地での駐車事故 

・スピード違反等による事故 

・駐車箇所での落石 

 

３．安全管理の工夫 

現地踏査期間中に行っている安全管理の工夫点について以下に整理した。また、社内

のヒヤリハット事例として、突然の落雷に関する報告があったことを受け、気象情報の

収集において雷センサーを携帯する取り組みを実施した。さらに、新型コロナウィルス

感染症への対応として現地で実施した予防対策についても示した。 

 

3.3 現地調査期間中の安全管理 

（１）KY活動 

事故リスクはその日の天候や体調、調査内容などに

よって異なるため、調査期間中においては調査開始前

に KY 活動時を実施した。KY 活動は、現地調査計画書

と KY 活動記録表を基に、作業内容、調査員の体調・装

備、気象状況、緊急時の連絡体制、調査時の留意事項な

どを確認して調査を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 KY活動記録表 

図 2 KY活動の状況 



（２）車両駐車によるトラブル回避 

車両を駐車する場合は安全が確保され、地元住

民の通行の妨げにならない場所に駐車を行い、駐

車車両の際には、見やすい場所に駐車票を設置

し、調査車両であることがわかる掲示を行い、駐

車によるトラブル防止に努めた。 

 

 

 

（３）気象情報の確認 

KY 活動時では、調査期間中の気象情報の収集に社内共通アプリ Biz 安否確認の気象

警報等の情報を確認し、調査の実施を判断した。また、現地調査計画書に記載した中止

基準を再確認し、調査時において各班で個別に対応することと必要があれば連絡しあ

うことを確認しあった。 

また、急な天候の悪化に伴う落雷に注意するため、携帯型雷警報器を携帯しアラーム

が半径 20km の範囲で雷の電磁波を検知した場合は即座に作業を中止し、車中で待機

することを申し合わせた。 

 

 
図 4 気象状況の確認アプリと携帯型雷警報器 

 

 

 

 

 

 

図 3 駐車時の連絡表示 



（３）危険生物の対策 

危険生物（熊、スズメバチ等）への対策として、

調査は２名以上を基本に、調査時はクマ鈴、熊撃

退スプレー、ポイズンリムーバー等を装備した。 

また、スズメバチ等は警戒音としてカチカチと

音を立てている場合があり、近くに巣がある可能

性が高い。このような場合には、速やかに立ち去

ることを確認した。 

 

（４）新型コロナウィルス感染症への対応 

新型コロナウィルス感染症への対応として、以下の対策を行った。 

 

表 4 新型コロナウィルス感染症対策 

項目 留意事項など 

移動時 ・移動時の車両では換気を行う。 

・公共交通機関を利用した移動では、マスク 

の着用を行う。手洗い、消毒等を実施する。 

調査時 ・KY 活動時に体調確認を実施する。 

・調査員同士の会話時にはマスクを着用する。 

・飲食は除菌シート等で消毒を行ってから行う。 

 

（５）事故発生後の対応 

リスク発生時の対応として、緊急連絡網先

と連絡内容について確認を行った。 

リスク発生時は、まずケガ等への堆覆うを

行った上で、状況に応じて警察、消防・救急

への連絡を行うことを確認し、周辺病院等を

把握した。さらに、事故報告の順序や内容に

ついて共有した。 

 

４．おわりに 

これらの安全対策を実施することにより、本業務では業務開始から現在まで無事故で

業務を遂行することができました。今後もさらなる安全意識の向上を図るとともに、全

調査員の安全確保のために可能な限りの対策を行いたいと思います。 

最後に、神通川水系砂防事務所および栃尾出張所の皆様には、日頃より業務を安全に

遂行するためのご指導とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

図 5 危険生物に関する安全装備 

図 6 会話時のマスク着用 

表 5 事故発生時の連絡内容（例） 


